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は
じ
め
に

　

本
論
は
近
世
中
期
の
神
道
家
で
あ
る
吉
見
幸
和
（
一
六
七
三
―
一
七
六
一
）
が
提
唱
し
た
日
本
書
紀
解
釈
の
方
法
論
が
ど
の
よ
う
に
継

承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
幸
和
の
高
弟
で
あ
る
藤
塚
知
直
を
例
に
と
り
、
幸
和
と
の
師
弟
関
係
だ
け
で
は
な
く
、

彼
の
行
動
や
学
問
・
思
想
を
規
定
し
て
い
た
藤
塚
家
と
奉
仕
対
象
の
鹽
竈
神
社
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

そ
の
た
め
に
本
論
の
構
成
は
ま
ず
吉
見
幸
和
と
藤
塚
知
直
、、
弟
子
の
藤
塚
知
直
と
鹽
竈
神
社
に
つ
い
て
解
説
を
す
る
。
次
に
幸
和
と

知
直
の
交
流
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
知
直
が
幸
和
の
日
本
書
紀
解
釈
か
ら
何
を
継
承
し
た
の
か
を
論
じ
て
い
く
。

　

こ
の
論
考
は
単
に
吉
見
幸
和
と
藤
塚
知
直
の
個
人
的
な
交
流
を
た
だ
開
陳
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
の
交
流
と
学
問
の
継
承

を
通
じ
て
、
近
世
の
日
本
書
紀
解
釈
の
一
側
面
、
さ
ら
に
は
近
世
に
お
け
る
地
域
・
神
社
史
の
編
纂
の
実
例
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

吉
見
幸
和
の
書
紀
理
解
と
そ
の
継
承

　
　

─
鹽
竈
神
社
祭
神
論
を
事
例
と
し
て

─

城
　
所
　
喬
　
男
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吉
見
幸
和
と
藤
塚
知
直

1
、
吉
見
幸
和
と
は

　

吉
見
幸
和
は
延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年
、
尾
張
東
照
宮
神
主
の
家
に
生
ま
れ
、
自
身
も
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
か
ら
、
享
保
十
三

（
一
七
二
八
）
年
ま
で
神
主
を
務
め
、
宝
暦
十
一
（
一
七
六
一
）
年
に
そ
の
生
涯
を
終
え
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
朱
子
学
を
浅
見
絅
斎
か

ら
、
垂
加
神
道
を
玉
木
正
英
や
正
親
町
公
道
か
ら
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
垂
加
神
道
に
つ
い
て
は
、
自
従
抄
を
は
じ
め
と
し
て
、

三
種
神
器
伝
、
磐
境
神
籬
伝
等
の
極
秘
伝
を
継
承
し
て
い
る
。

　

幸
和
の
代
表
的
な
業
績
は
伊
勢
神
道
の
神
典
で
あ
る
「
神
道
五
部
書
」
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
『
五
部
書
説
弁
』（
一
七
三
六
）
に
代

表
さ
れ
る
一
連
の
著
作
群
に
よ
っ
て
証
明
し
た
こ
と
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
神
社
へ
強
い
影
響
力
を

誇
っ
て
い
た
吉
田
家
に
対
し
て
、
官
位
執
奏
を
め
ぐ
り
争
い
（
一
七
一
九
―
二
一
）、
さ
ら
に
は
吉
田
家
の
系
譜
や
思
想
の
誤
り
を
『
増

益
弁
卜
抄
俗
解
』（
一
七
三
九
）
で
ま
と
め
て
い
る（

（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
を
初
め
と
し
た
既
存
神
道
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
、幸
和
の
辞
書
的
な
定
義
が
形
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
彼
が
既
成
神
道
へ
の
批
判
を
繰
り
広
げ
た
時
に
用
い
た
方
法
が
、
国
が
発
給
し
た
正
式
な
文
書
で
あ
る
「
国
史
官
牒
」
を
基
準
に

神
道
を
考
証
す
る
国
史
官
牒
主
義
で
あ
る
。
こ
の
「
国
史
官
牒
」
に
つ
い
て
幸
和
は
六
国
史
や
律
令
格
式
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
ら
の

資
料
に
拠
っ
て
、
そ
れ
ま
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
習
合
的
な
要
素
を
も
つ
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
な
ど
の
神
道
説
を
否
定
し
て
い
っ
た
。
さ

ら
に
彼
は
『
五
部
書
説
弁
』
執
筆
以
後
、
日
本
書
紀
読
解
・
理
解
の
道
へ
と
学
問
の
舵
を
切
り
始
め
、
延
享
三
年
（
一
七
四
七
）
に
初
稿

が
な
っ
た
『
神
代
正
義
』
や
、『
神
代
直
説
』（
寛
延
三
年
（
一
七
五
一
））
な
ど
で
独
自
の
神
代
紀
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
の
解
釈

の
特
徴
は
、
神
代
紀
に
登
場
す
る
神
々
を
人
体
と
捉
え
、
神
代
紀
を
人
の
歴
史
と
理
解
す
る
所
に
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
理
気
説
的
な
理
解
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に
よ
っ
て
神
代
紀
を
理
解
す
る
垂
加
神
道
と
衝
突
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
先
行
研
究
で
は
「
垂
加
神
道
か
ら
完
全
に
蝉
脱
」
し
た

と
評
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

こ
れ
ら
の
業
績
に
よ
っ
て
今
日
幸
和
は
「
実
証
的
」、「
合
理
主
義
的
」
人
物
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
彼
の
学
問
は
尾
張
藩
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
平
田
篤
胤
は
『
俗
神
道
大
意
』（

（
（

で
、
伊
勢
神

道
・
吉
田
家
に
つ
い
て
解
説
す
る
た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
本
居
宣
長
も
『
五
部
書
説
弁
加
評
』、「
伊
勢
二
宮
さ
き
竹
の
弁
」
な
ど
で

幸
和
の
学
問
を
論
じ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
幸
和
の
批
判
が
後
の
国
学
者
達
に
も
十
分
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
幸
和
の
弟
子
を
記
録
し
た
『
恭
軒
先
生
門
人
帳
（
（
（

』
に
は
、
三
百
人
以
上
の
弟
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
弟
子

の
多
く
は
尾
張
藩
の
藩
主
を
筆
頭
に
藩
士
や
神
社
の
社
人
な
ど
尾
張
近
郊
の
人
物
が
占
め
て
い
る
が
、
仙
台
に
鎮
座
す
る
鹽
竈
神
社
の
祢

宜
・
祝
も
名
を
連
ね
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。『
恭
軒
先
生
門
人
帳
』
内
に
記
述
さ
れ
て
い
る
鹽
竈
神
社
の
社
家
を
引
用
し
て
お
く
。

阿奥
州
塩
釜
神
社
祢
宜

部
土
佐
守
時
昌

春同

日
豊
前
守
恒
長

鈴同

木
因
幡
守
繫
長

鈴同

木
丹
波
守
定
泰

鈴同

木
伊
賀
守
茂
時

志同
祝

賀
信
濃
守
喜
高

許
可

藤
同

塚
式
部
知
直

佐同

藤
源
太
夫
義
友
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こ
こ
に
は
鹽
竈
神
社
の
社
家
二
九
家
を
取
り
ま
と
め
る
役
目
に
あ
っ
た
番
頭
の
阿
部
、
春
日
、
鈴
木
な
ど
の
名
前
も
見
え
、
鹽
竈
神
社

の
社
家
が
幸
和
の
学
問
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
藤
塚
式
部
知
直
」
に
は
許
可
の
文
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
免
許
伝

授
ま
で
到
達
し
て
お
り
、
こ
の
人
物
た
ち
の
中
で
も
特
に
深
く
幸
和
の
学
問
を
修
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
「
藤

塚
知
直
」
を
軸
に
、
彼
と
幸
和
の
交
流
と
学
問
の
継
承
を
取
り
上
げ
て
、
考
察
を
進
め
る
。

2
、
鹽
竈
神
社
と
藤
塚
知
直

　

鹽
竈
神
社
は
宮
城
県
塩
竃
市
の
一
森
山
の
上
に
鎮
座
し
、「
し
お
が
ま
さ
ま
」
と
も
呼
ば
れ
、
陸
奥
国
の
一
宮
と
し
て
人
々
か
ら
の
信

仰
を
集
め
て
い
る
神
社
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
名
所
と
し
て
有
名
な
松
島
に
近
い
事
も
あ
り
、
仙
台
に
訪
れ
た
際
に
足
を
延
ば

す
人
々
も
多
く
、
松
尾
芭
蕉
も
松
島
と
共
に
こ
の
神
社
に
も
訪
れ
て
い
る
。

　

こ
の
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
は
今
日
、
塩
土
老
翁
神
・
武
甕
槌
神
・
経
津
主
神
の
三
柱
の
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
緒
に
つ

い
て
も
、
武
甕
槌
神
と
経
津
主
が
奥
州
を
平
定
し
た
と
き
に
、
両
神
の
道
案
内
を
し
た
塩
土
老
翁
神
が
こ
の
地
に
留
ま
り
、
人
々
に
製
塩

を
教
え
た
こ
と
に
始
ま
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

江
戸
時
代
に
な
り
、
伊
達
政
宗
は
仙
台
築
城
に
あ
た
っ
て
鹽
竈
神
社
を
修
造
し
、
以
来
代
々
の
藩
主
は
大
神
主
と
な
っ
て
手
厚
く
保
護

を
し
た
。

　

こ
の
鹽
竈
神
社
に
務
め
て
い
た
社
家
の
一
人
が
藤
塚
家
で
あ
る
。
藤
塚
家
は
『
塩
竃
市
史
』
に
よ
る
と
「
代
々
鹽
竈
神
社
の
社
家
で
、

三
社
兼
帯
鹽
蒔
太
夫
と
称
し
、
知
行
高
七
百
二
十
文
を
拝
領
し
て
鹽
散
供
役
を
勤
め
た
家
柄
で
あ
っ
た（

（
（

。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、

『
塩
竃
市
史
』
を
基
に
説
明
を
進
め
た
い
。

　

藤
塚
知
直
は
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
、
藤
塚
家
の
宮
内
智
氏
の
子
と
し
て
生
れ
た
。
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
、
京
都
に
留
学
し
て

白
川
氏
や
野
々
宮
、
正
親
町
な
ど
か
ら
神
学
を
学
び
、
武
者
小
路
中
納
言
公
野
の
和
歌
の
門
人
と
な
っ
た
。
こ
の
時
に
吉
田
家
か
ら
裁
許
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状
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
に
伊
勢
や
京
都
へ
赴
い
た
後
、
吉
見
幸
和

の
門
人
と
な
り
、「
恭
軒
先
生
初
会
記
」
を
書
き
起
こ
し
た
。
そ
の
後
幸
和
の
許
可
門
人
の
一
人
と

な
り
、『
国
学
弁
疑
』
な
ど
の
幸
和
関
連
の
テ
キ
ス
ト
に
も
藤
塚
知
直
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ

し
て
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
に
社
家
を
引
退
し
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
に
卒
去
し
て
い
る
。

　

著
作
と
し
て
は
、「
恭
軒
先
生
初
会
記
」
と
「
鹽
竈
神
社
記
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
安
永
二
年
に
隠
居
し
た
際
、
彼
の
跡
を
継
い
だ
人
物
が
藤
塚
知
明
で
、
彼
は
元
々
藤
塚
知

直
の
妻
半
太
夫
の
弟
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年
に
養
子
に
迎
え
ら
れ
た
と
『
塩
竃
市

史
』
で
は
推
察
し
て
い
る（

（
（

。
藤
塚
知
明
も
吉
見
幸
和
に
入
門
、
さ
ら
に
和
漢
の
書
籍
を
集
め
「
名
山

蔵
」
文
庫
を
作
り
、
林
子
平
な
ど
も
こ
こ
の
書
籍
を
利
用
し
、
知
明
と
親
交
し
て
い
る
。
彼
は
神
学

だ
け
で
は
な
く
、「
坪
碑
史
証
考
」「
花
勝
見
考
」
な
ど
で
和
歌
、
石
碑
な
ど
広
い
範
囲
に
つ
い
て
の

著
作
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
晩
年
鹽
竈
神
社
内
で
起
き
た
仏
舎
利
事
件（

（
（

に
か
か
わ
り
、
蟄
居
処
分

を
受
け
た
。

　

以
上
が
、
藤
塚
家
お
よ
び
、
知
直
に
つ
い
て
の
概
略
的
な
人
物
像
で
あ
る
。

　

次
に
こ
の
藤
塚
知
直
と
吉
見
幸
和
が
初
め
て
会
っ
た
際
の
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

吉
見
幸
和
と
藤
塚
知
直
の
交
流

1
、
吉
見
幸
和
と
の
出
会
い

　

藤
塚
知
直
が
幸
和
と
初
め
て
会
っ
た
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
知
直
は
次
の
よ
う
に
記
録
を
残
し
て
い
る
。

鹽
竈
神
社
　
正
面
鳥
居
前

（
撮
影
者
：
著
者
）
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『
恭
軒
先
生
初
会
記
』

既
帰
レ

郷
之
日
郷
党
小
子
及
仙
台
之
諸
士
従
レ

予
学
者
許
多
。
神
代
紀
等
講
習
殆
及
二

十
余
遍
一

。
其
間
猶
有
二

未
レ

満
レ

意
者
一

。
雖
レ

欲
レ

決
二

其
疑
一

未
レ

逢
二

明
師
一

。無
二

奈
レ

之
何
一

。爰
仙
台
之
家
臣
金
須
直
定
者
嘗
為
二

先
生
之
門
人
一

。一
日
謂
レ

予
曰
恭
軒
叟
在
二

尾
張
州
一

。

公
通
卿
之
高
弟
而
為
二

猶
子
一

。
至
二

風
葉
風
水
草
一

悉
伝
授
以
賜
二

許
可
一

。
且
自
二

梨
木
玉
木
浅
井
高
田
等
諸
賢
一

亦
各
伝
レ

之
而
無
二

遺

蘊
一

。
集
而
大
成
此
之
謂
也
。
故
今
掩
二

倒
京
師
一

亦
無
レ

有
二

比
レ

肩
者
一

。
若
有
下

未
レ

知
二

恭
軒
叟
之
名
一

者
上

則
拍
レ

掌
而
笑
焉
。
其
名

高
也
可
レ

知
焉
。
宜
レ

訪
二

恭
軒
叟
一

。
予
聞
レ

之
雀
躍
不
レ

能
レ

寝
。
遂
再
発
レ

歩
不
レ

遠
二

千
里
一

速
到
二

尾
城
府
下
一

。
親
二

炙
先
生
一

而
究
二

其
薀
奥
一

。
群
疑
渙
然
氷
釈
。
視
二

神
代
一

如
二

今
日
一

。
事
実
分
明
無
二

可
レ

疑
者
一

。（
傍
線
著
者
（
（
（

）

　

こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
知
直
は
元
文
五
年
に
京
都
に
留
学
し
て
以
後
、
郷
里
の
仙
台
藩
内
で
多
く
の
弟
子
を
取
り
、
神
代
紀
な
ど
を
教
え

て
い
た
が
、
い
ま
だ
疑
問
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。
だ
が
、
よ
い
師
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ず
懊
悩
し
て
い
た
所
、
仙
台
藩

の
家
臣
、
金
須
直
定
か
ら
恭
軒
翁
の
高
名
を
伝
え
ら
れ
、
尾
張
城
下
に
行
き
弟
子
入
り
、
彼
の
教
え
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
引
用
し
た
『
恭
軒
先
生
初
会
記
』
は
、
寛
保
三
年
に
知
直
が
幸
和
に
入
門
し
た
際
に
、
幸
和
か
ら
伝
え
ら
れ
た
神
学
・
国
学
論
を

筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
初
会
記
」
は
幸
和
の
学
問
・
神
道
論
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
度
々
引
用
さ
れ
て
い
る

資
料
で
あ
る
。
現
在
、『
神
学
初
会
記
』
の
銘
で
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
思
想
史
大
系
』
の
「
近
世
神
道
論　

前
期

国
学
」
に
翻
刻
が
あ
る
。

　
『
恭
軒
先
生
初
会
記
』
に
よ
れ
ば
知
直
は
仙
台
藩
の
家
臣
金
須
直
定
を
通
じ
て
幸
和
に
入
門
、
尾
張
で
幸
和
の
教
え
を
受
け
た
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
は
金
須
直
定
を
通
じ
て
知
直
が
幸
和
の
存
在
を
初
め
て
知
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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2
、
仙
台
藩
と
闇
斎
学
派

『
恭
軒
先
生
初
会
記
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
国
仙
台
城
主
松
平
陸
奥
守
吉
村
朝
臣
。
其
家
自
レ

古
尊
大
而
不
レ

墜
二

令
名
一

。
親
族
貴
戚
充
レ

境
跨
レ

県
。
各
食
二

大
禄
一

拠
二

城
堡
一

者

数
家
人
皆
所
レ

知
也
。
故
其
地
雖
二

東
奥
一

不
二

扁
小
一

学
者
亦
多
矣
。
如
二

桑
名
遊
佐
鈴
木
等
一

者
皆
汲
二

垂
加
翁
之
流
（
傍
線
著
者
）

一

而
所
レ

不
レ

恥
二

於
中
国
一

也
。
予
亦
従
二

当
社
禰
宜
鈴
木
壱
岐
守
晴
金
一

受
二

神
学
一

而
有
レ

年
二

于
茲
一

。
悉
究
二

其
淵
源
一

。
然
晴
金
卒
而

無
所
寄
倚
。
故
欲
下

到
二

京
師
一

而
究
中

此
道
上

。（
（1
（

　

知
直
に
よ
れ
ば
、
仙
台
は
東
奥
で
あ
っ
て
も
決
し
て
徧
小
な
場
所
で
は
な
く
、
多
く
の
学
者
が
お
り
、
桑
名
、
遊
佐
、
鈴
木
な
ど
の
闇

斎
学
派
・
垂
加
神
道
系
の
学
者
も
多
く
排
出
し
、他
国
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
い
る
。そ
し
て
自
身
も
鈴
木
晴
金
に
神
学
を
習
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
彼
が
挙
げ
て
い
る
桑
名
、
遊
佐
、
鈴
木
と
は
、
桑
名
が
桑
名
松
雲
、
遊
佐
が
遊
佐
木
斎
、
鈴
木
が
鈴
木
晴
金
を
指
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
簡
便
な
形
で
は
あ
る
が
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

桑
名
松
雲
は
、
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
か
ら
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
を
生
き
た
京
都
の
学
者
で
、
仙
台
伊
達
家
に
仕
え
て
い
た
が
、

延
宝
六
年
、
三
十
歳
の
時
に
遊
佐
木
斎
の
勧
め
で
山
崎
闇
斎
に
入
門
し
た
。
後
に
禄
を
辞
し
て
京
都
に
帰
り
八
条
宮
尚
仁
親
王
の
侍
読
と

な
っ
た
が
、
親
王
の
薨
去
後
、
元
禄
十
三
年
に
は
伊
達
家
に
再
び
仕
え
た
。
著
作
に
『
中
臣
祓
諸
葉
草
』、『
神
代
小
嚢
草
』
な
ど
が
あ
る
。

　

遊
佐
木
斎
は
、
万
治
元
（
一
六
五
九
）
か
ら
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
を
生
き
た
儒
者
で
あ
る
。
米
川
操
軒
、
中
村
惕
斎
、
山
崎
闇

斎
な
ど
か
ら
学
問
を
学
び
、
仙
台
藩
主
伊
達
綱
村
に
仕
え
儒
学
や
垂
加
神
道
を
教
え
た
。
代
表
的
な
門
人
と
し
て
は
、
佐
久
間
洞
巌
が
い

る
。
著
作
に
は
『
皇
極
内
篇
発
微
』『
敬
説
』
な
ど
が
あ
る
。

　

鈴
木
晴
金
は
、
鹽
竈
神
社
の
祢
宜
を
務
め
、
遊
佐
木
斎
か
ら
垂
加
神
道
を
学
ん
だ
。
彼
は
鹽
竈
神
社
内
で
起
き
た
享
保
期
の
争
い
に
も
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か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
争
い
は
鹽
竈
神
社
の
社
家
で
あ
る
藤
塚
宮
内
と
小
野
佐
渡
掾
が
、
社
殿
獻
供
の
際
の
席
次
に
つ
い
て
争
論
し
た

こ
と
を
き
っ
か
け
と
す
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
争
論
に
対
し
て
神
宮
寺
で
あ
る
法
連
寺
が
下
し
た
処
分
に
、
鈴
木
晴
金
の
番
頭
追
放
、
閉

門
十
日
が
含
ま
れ
て
い
た
。
晴
金
は
こ
の
処
分
を
不
満
に
思
い
、
下
さ
れ
た
処
分
の
不
当
さ
だ
け
で
は
な
く
、
常
日
頃
か
ら
法
連
寺
の
振

る
舞
い
が
神
社
の
旧
例
慣
行
を
乱
し
鹽
竈
神
社
内
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
藩
に
上
申
し
た
。
享
保
八
年
、
仙
台
藩
は
晴
金
の
意
見
を

取
り
入
れ
つ
つ
、
上
申
時
の
越
訴
に
よ
り
閉
門
百
日
の
後
、
御
役
御
免
隠
居
を
命
じ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
知
直
が
挙
げ
た
闇
斎
学
派
・
垂
加
神
道
系
の
学
者
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
直
が
闇
斎
学
派
・
垂
加
神
道
系
の
学
者

を
多
く
挙
げ
て
い
る
理
由
や
経
緯
を
解
説
し
た
い
。
そ
れ
は
仙
台
藩
に
お
け
る
学
問
の
歴
史
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
仙
台
藩
で
は
当
初
、
伊
達
政
宗
が
谷
一
主
を
採
用
し
た
こ
と
も
あ
り
、
諸
藩
と
同
じ
く
朱
子
学
中
心
の
学
問
を
基
本
と
し
て

い
た
。
登
用
し
た
儒
学
者
の
傾
向
に
つ
い
て
も
、
林
羅
山
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
四
代
目
の
綱
村
か

ら
吉
村
に
か
け
て
、
遊
佐
木
斎
を
中
心
と
し
た
闇
斎
学
系
の
学
問
で
あ
る
崎
門
派
が
広
ま
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

平
重
道
は
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
（
（（
（

」
の
中
で
、
こ
の
遊
佐
木
斎
が
鈴
木
晴
金
を
弟
子
に
取
っ
て
お
り
、
垂
加
神
道
に
も
触
れ
、
そ
の

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
木
斎
を
通
じ
て
跡
部
良
顕
と
の
面
識
を
得
た
こ
と
か
ら
も
垂
加
神
道
に
傾
倒
し

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
晴
金
に
弟
子
入
り
し
た
の
が
藤
塚
家
の
三
代
目
宮
内
で
あ
る
。
ま
た
平
に
よ
る
と
宮
内
は
吉
見
幸
和
に
も
入
門
し
た
こ
と
か
ら
、

藤
塚
氏
と
の
関
係
は
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
吉
見
幸
和
と
藤
塚
知
直
の
交
流
の
背
景
に
は
闇
斎
学
派
・
垂
加
神
道
系
の
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
呼
べ
る
も

の
に
よ
っ
て
、
東
北
と
京
都
や
尾
張
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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3
、
幸
和
の
松
島
と
鹽
竈
神
社
訪
問

　

次
に
、
幸
和
と
藤
塚
、
そ
し
て
鹽
竈
神
社
の
社
家
た
ち
の
交
流
の
例
と
し
て
、
幸
和
の
松
島
と
鹽
竈
神
社
へ
の
訪
問
を
取
り
上
げ
た
い
。

幸
和
は
仙
台
で
三
～
四
ヶ
月
の
間
過
ご
し
、
そ
の
間
に
鹽
竈
神
社
に
い
る
弟
子
た
ち
へ
指
導
を
行
っ
た
。

　

こ
の
松
島
・
鹽
竈
神
社
訪
問
に
つ
い
て
は
、
幸
和
が
こ
の
旅
に
つ
い
て
執
筆
し
た
『
遊
鹽
松
記（

（1
（

』
と
、
弟
子
の
残
し
た
幸
和
の
伝
記
で

あ
る
『
恭
軒
先
生
事
状
（
（1
（

』
な
ど
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
幸
和
が
ど
の
よ
う
な
旅
程
を
た
ど
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

　

幸
和
は
丙
寅
（
一
七
四
六
年
）
之
春
、
一
七
四
六
年
の
二
月
か
ら
三
月
頃
に
尾
張
を
立
ち
、
三
月
二
三
日（

（1
（

に
江
戸
に
到
着
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
幸
和
は
日
光
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
『
遊
鹽
松
記
』、『
恭
軒
先
生
事
状
』
両
資
料
の
記
述
か
ら
わ
か
る
。『
恭
軒
先
生
事
状
』

に
よ
る
と
、
幸
和
は
少
壮
の
時
か
ら
日
光
東
照
宮
へ
参
拝
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
彼
は
祖
父
で
あ
る
吉
見
幸
勝
の
よ
う
に
東
照
宮

神
主
引
退
後
、
日
光
東
照
宮
へ
参
拝
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
藤
塚
の
願
い
に
応
じ
て
鹽
竈
・
松
島
に
訪
れ
た
動
機

の
一
端
に
は
、
日
光
へ
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
四
月
一
六
日
に
日
光
へ
参
拝
後
、
白
河
を
経
由
し
、
仙
台
で
百
日
以
上
を
過
ご
し
、
八
月
一
二
日
尾
張
に
帰
っ
た
。『
遊
鹽
松
記
』

に
つ
い
て
は
「
延
享
三
年
秋
八
月
、
尾
張　

東
照
宮
前
神
主（

（1
（

」
の
記
述
か
ら
、
尾
張
に
到
着
後
、
あ
ま
り
日
を
置
か
ず
に
筆
を
執
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

　

こ
の
仙
台
で
の
百
日
間
、
幸
和
が
何
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
次
に
触
れ
て
い
き
た
い
。

　
『
遊
鹽
松
記
』
に
よ
れ
ば
、
松
島
な
ど
を
船
で
め
ぐ
る
、
宴
席
を
設
け
る
な
ど
の
観
光
に
類
す
る
行
動
も
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
先
行

研
究
で
は
、
社
家
の
神
代
紀
講
義
や
、
橘
家
神
道
の
伝
授
、
神
前
宮
楽
の
指
導
を
行
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。『
恭
軒
先
生
事
状
』

を
見
て
も
「
国
学
蘊
奥
有
識
の
故
実
冠
服
の
粧
刷
進
退
矜
式
音
楽
の
皷
吹
、
悉
く
こ
れ
を
授
く（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
幅
広
い
範
囲
の
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伝
授
、
指
導
を
行
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

以
上
が
藤
塚
知
直
を
中
心
と
す
る
鹽
竈
神
社
の
社
家
と
幸
和
の
交
流
で
あ

る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
幸
和
を
仙
台
に
招
き
、
学
問
伝
授
の
機
会

を
設
け
る
な
ど
、彼
の
学
問
を
鹽
竈
神
社
の
社
家
達
が
積
極
的
に
受
容
し
た
、

そ
の
動
機
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

何
故
、
幸
和
の
学
問
を
学
ん
だ
か

鹽
竈
神
社
の
祭
神
問
題
と
『
日
本
書
紀
』
解
釈

　

初
め
に
解
説
し
た
よ
う
に
、鹽
竈
神
社
の
祭
神
は
鹽
土
老
翁
・
経
津
主
神
・

武
甕
槌
神
の
三
柱
の
神
で
あ
る
が
、
そ
の
祭
神
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
入

り
乱
れ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
鹽
竈
神
社
は
そ
の
知
名
度
の
高
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
わ
か
ら
な

い
点
も
多
く
、
創
建
の
正
確
な
年
代
す
ら
よ
く
わ
か
っ
て
は
い
な
い
。

　

ま
ず
、
創
建
の
年
代
を
考
え
る
上
で
、
公
的
な
文
書
の
初
出
と
し
て
参
照

さ
れ
る
の
が
、『
延
喜
式
』（
九
二
七
年
成
立
）
巻
二
十
六
の
主
税
上
の
項
目

に
「
鹽
竈
神
」
の
祭
祀
料
「
一
万
束
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
『
延
喜
式
』
の

（
地
図
デ
ー
タ©

二
〇
二
四google

）
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巻
九
・
十
に
残
さ
れ
て
い
る
「
神
名
帳
」
に
は
鹽
竈
神
社
の
記
載
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
予
算
か
ら
祭
祀
料
が
支
払
わ

れ
な
が
ら
、
神
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
こ
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今

日
に
お
い
て
も
明
確
な
答
え
は
出
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
神
社
の
創
建
が
東
北
地
域
の
平
定
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
推
測
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
塚
徳
郎
氏
は
「
鹽
竈
神
社
史
」
の
中
で
、
ま
ず
東
北
地
域
で
は
蝦
夷
征
伐
の
前
線
に
は

香
取
・
鹿
島
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
弘
仁
頃
を
境
と
し
て
衰
え
始
め
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
平
安
初
期
か
ら
経
津
主

神
・
武
甕
槌
神
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
前
提
を
基
に
、
地
元
の
人
々
が
元
々
祀
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
海
の
神
・
地
主
神
と
呼
ぶ
べ
き
神
を
、
平
安
初
期
頃
に
上
記
の
二
つ
の
神
と
共
に
合
祀
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
鹽
竈
神
社
の

原
型
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
が
成
立
し
た
時
点
で
は
、
香
取
・
鹿
島
の
神
と
比
較
し
て
新
し
い
神
だ
っ

た
た
め
、「
鹽
竈
神
」
へ
の
祭
祀
料
の
記
載
は
あ
る
が
「
神
名
帳
」
に
鹽
竈
神
社
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い

る（
（1
（

。

　

大
塚
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
祀
ら
れ
て
い
る
祭
神
が
国
土
平
定
に
関
わ
る
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
鹽
竈
神
社
の
創
建
は
朝
廷

に
よ
る
東
北
統
治
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鹽
竈
神
社
の
あ
る
塩
竃
市
に
隣
接
し
た
多
賀
城
市
に
は
、
古
代
東
北
地
域
の

政
治
・
軍
事
に
お
け
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
陸
奥
国
の
国
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
塩
竃
神
社
は
、
そ
の
創
建
な
ど
歩
ん
で
き
た
歴
史
に
は
不
明
な
点
が
あ
る
も
の
の
、
仙
台
や
東
北
地
域
に
お
い
て
重
要
な

意
味
を
も
つ
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
仙
台
藩
も
鹽
竈
神
社
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
資
料
の
一
つ
が
『
鹽
竈
神
社
縁
起
』
で
あ
る
。
こ
の
『
鹽
竈

神
社
縁
起
』
に
つ
い
て
、
ま
ず
理
解
を
深
め
る
た
め
に
『
鹽
竈
社
縁
起
』
の
末
尾
か
ら
、
資
料
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。



吉見幸和の書紀理解とその継承 106

右
者
陸
奥
守
藤
ノ
綱
材
朝
臣
自
レ

幼
崇
レ

神
而
以
為
二

國
ノ
守
一

崇-

敬
異
二

于
他
一

風
フ_

衰
ヘ
道_

微
テ
雑-

説
伝
テ
世
無
下

知
ル
二

其

実
ヲ
一

者
上

□
シ
レ

之
憂
ル
ヿ
レ

之
有
レ

年
矣
故
以
二

社
家
所
一
レ

伝
且
所
レ

訪ト
ウ

下

春-
日
香_
取
鹿_

嶋
及
参
州
六
所
明
神
之
社
家
等
ニ
上

之

諸
説
ヲ
参—
考
乄
而
質タ
ヽ
ス

二

之
於
予
一

取
二

其
正
者
一

撰
レ

之
為
二

一

巻
一

而
伝
二

後
来
一

者
也
于
レ

時
元
禄
酉
仲
秋
月

　

神
祇
管
領
従
三
位
左
衛
門
督
卜
部
朝
臣
兼
連

　

右
縁
起
者
兼
連
郷
之
所
二

述
作
一

也
以
可
レ

為
二

後

　

代
之
証
拠
一

故
加
二

筆
ヲ

巻
尾
一

矣

　
　

元
禄
六
年
九
月
十
六
鳥　
　
　

基
煕（

（1
（

　

こ
の
内
容
に
よ
れ
ば
綱
村
は
幼
い
こ
と
か
ら
神
を
崇
め
、
国
の
守
と
し
て
崇
敬
し
て
い
た
。
彼
は
鹽
竈
神
社
と
摂
末
社
の
創
始
や
祭
神

な
ど
に
つ
い
て
、
世
の
中
が
「
風
フ_

衰
ヘ
道_

微
」
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
世
間
で
は
雑
説
の
み
が
伝
わ
り
、
正
し
い
伝
承
に
つ
い
て
知

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い
た
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
社
の
社
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
家
伝
を
集
め
、
そ
れ
を
他
の
諸
説
と
比
較
し
、

正
し
い
内
容
を
撰
し
た
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
綱
村
と
は
仙
台
藩
四
代
目
藩
主
の
伊
達
綱
村
（
一
六
五
九
―
一
七
一
九
）
を
指
す
。
彼
は
塩
釜
港
や
そ
こ
に
住
む
民
に
特
権
を
与

え
た
貞
享
二
年
の
特
例
や
、
社
殿
の
造
営
に
伴
う
建
築
形
式
の
大
規
模
な
変
更
、
社
家
組
織
の
再
編
な
ど
鹽
竈
神
社
に
対
す
る
数
々
の
改
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変
を
行
っ
た
。
こ
の
時
に
成
立
し
た
鹽
竈
神
社
の
社
殿
の
形
式
や
組
織
な
ど
の
枠
組
み
は
大
枠
に
お
い
て
明
治
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て

い
る
。『
鹽
竈
社
縁
起
』
も
こ
れ
ら
鹽
竈
神
社
に
対
す
る
藩
の
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
補
足
し
て
お
く
と
、
こ
の
資
料
に
あ

る
よ
う
に
、『
鹽
竈
社
縁
起
』
は
元
禄
六
年
に
成
立
し
、
吉
田
兼
連
の
名
前
が
入
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
な
述
作
は
遊
佐
木
斎
で
あ
る
こ

と
が
平
重
道
な
ど
の
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
吉
田
家
の
名
も
用
い
、
藩
主
の
強
い
意
向
を
受
け
て
、
祭
神
や
由
緒
に
つ
い
て
『
鹽
竈
社
縁
起
』
と
い
う
形
で
藩
の
見
解

が
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
縁
起
が
制
作
さ
れ
た
後
も
、
祭
神
に
つ
い
て
の
論
争
は
続
い
て
い
た
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
佐
久
間
洞
巌
で
あ
る
。
佐
久
間
洞
巌
は
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
仙
台
藩
士
新
田
親
重
の
子
と

し
て
生
れ
た
。
当
初
、
藩
の
画
員
佐
久
間
友
徳
の
養
子
と
な
っ
て
佐
久
間
家
を
継
い
だ
が
、
中
年
期
に
学
問
に
志
し
遊
佐
木
斎
に
師
事
し

た
。
そ
し
て
四
十
一
歳
の
時
に
録
の
没
収
と
城
下
追
放
と
な
る
が
、
士
籍
に
復
帰
後
は
藩
主
綱
村
の
意
向
に
よ
り
、
藩
の
史
官
と
し
て
師

で
あ
る
木
斎
を
助
け
藩
史
編
纂
に
従
事
し
た
。
し
か
し
綱
村
の
死
後
致
仕
し
、
晩
年
は
文
人
と
し
て
新
井
白
石
・
荻
生
徂
徠
・
服
部
南
郭

な
ど
と
親
交
を
持
ち
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
八
十
四
歳
で
卒
去
し
た（

1（
（

。

　

彼
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
、『
奥
羽
観
蹟
聞
老
誌
』
が
第
一
に
上
が
る
。
こ
の
書
は
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
に
成
稿
し
、
綱
村

の
命
に
よ
る
藩
内
の
史
蹟
・
名
所
の
実
地
調
査
を
下
敷
き
と
し
て
お
り
、
仙
台
藩
領
を
中
心
に
東
北
地
方
の
歴
史
や
歌
枕
、
名
所
旧
跡
を

記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

彼
の
学
問
の
傾
向
と
し
て
は
史
学
を
中
心
に
学
芸
全
般
に
関
心
が
あ
り
、「
木
斎
の
歴
史
家
と
し
て
の
領
域
を
継
承
」
し
た
と
評
さ
れ

て
い
る（

11
（

。
特
に
式
内
社
に
つ
い
て
は
、
仙
台
藩
に
お
け
る
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
た（

11
（

。
そ
の
彼
の
鹽
竈
神
社
の
祭

神
・
由
緒
に
つ
い
て
の
考
察
は
、『
非
祭
弁
』
や
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
誌
』
内
の
「
鹽
竈
社
址
審
定
考
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
主
張

と
し
て
は
、
伊
達
政
宗
の
時
代
に
釜
社
が
あ
る
所
か
ら
現
在
の
地
に
移
し
替
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
来
の
神
体
は
釜
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で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
『
鹽
竈
社
縁
起
』
の
作
成
に
従
事
し
た
師
の
木
斎
は
『
東
奥
州
鹽
竈
非
祭
弁
撥
正
』
に
よ
っ

て
反
論
を
加
え
、
さ
ら
に
洞
巌
を
詰
問
し
た
う
え
で
『
非
祭
弁
』
を
焼
却
さ
せ
た（

11
（

。
ま
た
佐
久
間
洞
巌
と
親
交
の
あ
っ
た
新
井
白
石
な
ど

も
鹽
竈
神
社
に
関
心
を
持
ち
、『
鹽
釜
社
考
』
を
書
き
著
し
て
洞
巌
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
『
鹽
釜
社
考
』
の
中
で
白
石
は
鹽
竈
神
社
の

祭
神
を
宇
比
地
迩
神
・
須
比
智
迩
神
と
推
察
し
て
い
る
。

　

こ
の
議
論
に
参
加
し
た
の
は
外
部
の
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
に
祭
神
と
向
き
合
っ
て
い
る
社
人
達
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
お

り
、
藤
塚
知
直
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
が
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
は
、
鹽
土
老
翁
の
活
躍
し
た
神
代
の
出
来
事
を
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
幸
和
の
神
代

紀
観
と
共
通
す
る
た
め
、
平
重
道
は
幸
和
の
国
史
官
牒
主
義
の
手
法
を
知
直
が
鹽
竈
神
社
の
由
緒
の
推
定
に
役
立
て
た
と
論
じ
て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
察
を
進
め
る
た
め
に
、
藤
塚
知
直
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
の
一
部
を
引
用
し
た
い
。

此
神
（
塩
土
老
翁
：
著
者
註
）
也
神
代
之
初
為
二

筑
紫
国
主
一

者
、
猶
二

後
世
太
宰
帥
一

、
伊
弉
諾
伊
弉
冊
尊
経-

一

営
八
州
一

各
境
置
二

国

魂
一

之
日
、
慮
二

西
蕃
掠
侵
一

、
為
レ

衛
二

護
辺
要
一

使
三
レ

之
任
二

筑
紫
国
主
一

乎
、（

11
（

　

こ
の
文
で
知
直
は
、
塩
土
老
翁
が
元
々
筑
紫
国
の
守
護
で
あ
り
、
後
世
の
太
宰
帥
に
相
当
す
る
役
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
推
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
伊
弉
諾
伊
弉
冊
尊
が
日
本
を
統
治
す
る
た
め
に
、
各
地
域
に
国
魂
を
置
く
と
き
、
西
蕃
か
ら
の
侵
略
を
憂
慮
し
て
、
防

衛
の
た
め
筑
紫
の
国
主
を
任
じ
て
派
遣
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
藤
塚
知
直
は
鹽
竈
神
社
の
祭
神
で
あ
る
塩
土
老
翁
に
つ
い
て
、元
々
筑
紫
の
守
護
職
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
背
景
に
は
伊
弉
諾
伊
弉
冉
に
よ
る
日
本
の
統
治
と
い
う
歴
史
的
な
事
象
が
あ
っ
た
と
も
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
知
直

も
ま
た
神
話
を
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
幸
和
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
塩
土
老
翁
は
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
下
の
海
幸
彦
・
山
幸
彦
説
話
、
神
武
紀
の
東
征
説
話
な
ど
に
も
登
場
す
る
神
で
も
あ
る
。
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そ
の
た
め
神
代
紀
解
釈
を
行
っ
て
い
た
吉
見
幸
和
も
ま
た
塩
土
老
翁
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。知
直
と
の
比
較
の
た
め
に
も
幸
和
の『
日

本
書
紀
』
解
釈
の
書
で
あ
る
『
神
代
正
義
』
か
ら
、
塩
土
老
翁
に
言
及
し
た
箇
所
を
参
照
し
た
い
。

鹽
土
老
翁
ハ

者
於
二

我
国
ニ
一

初
教
下

煎
テ
二

海
潮
ヲ
一

而
製
乄
レ

鹽
ヲ

以
為
ヿ
ヲ
中

天
下
之
民
用
上

大
功
之
神
故
ニ

以
レ

之
ヲ

為
レ

称
ト

諾
尊
ノ

子
ニ
乄

而
領
シ
二

筑
紫
九
州
ヲ
一

為
シ
テ
二

鎮
西
職
ト
一

護
ル
二

辺
要
（
11
（ヲ

一

　

こ
の
文
で
幸
和
は
塩
土
老
翁
に
つ
い
て
日
本
で
初
め
て
海
水
か
ら
塩
を
精
製
し
、
天
下
の
民
用
品
と
し
て
役
立
て
る
こ
と
を
教
え
た
神

で
あ
る
た
め
、
塩
土
老
翁
と
い
う
称
を
賜
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
塩
土
老
翁
は
伊
弉
諾
の
子
で
あ
り
、
筑
紫
お
よ
び
九
州
を
領
地
と

し
て
持
つ
鎮
西
職
に
就
い
て
お
り
、
地
方
の
要
地
を
守
護
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
筑
紫
の
国
主
で
あ
り
、
ま
た
辺
要
の
地
の
守
護
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
幸
和
と
知
直
の
両
者
は
神

代
紀
を
人
の
歴
史
と
し
て
理
解
し
て
い
た
点
が
共
通
し
て
い
る（

11
（

。

　

同
じ
く
神
代
紀
を
人
の
歴
史
と
論
じ
、
幸
和
と
も
比
さ
れ
る
人
物（

11
（

と
し
て
新
井
白
石
が
い
る
が
、
彼
も
『
鹽
竈
社
考
』
を
著
し
、
鹽
竈

神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

按
レ

史
太
古
二
神
。
有
レ

男
名
二

宇
比
地
邇
一

。
女
名
二

須
比
智
邇
一

。
古
之
神
聖
。
多
称
二

功
徳
一

。
以
著
二

其
号
一

。
古
言
宇
比
地
邇
。
猶

レ

言
レ

煮
レ

海
也
。
須
比
智
邇
。
猶
レ

言
レ

煮
レ

鹻
也
。
至
下

後
伝
二

今
字
一

以
記
中

古
事
上

。
宇
比
地
邇
作
二

埿
土
煮
一

。
須
比
智
邇
作
二

沙
土
煮
一

。

蓋
惟
二
神
。
始
為
二

魚
塩
之
利
一

以
贍
二

民
用
一

。
故
名
。
州
之
宮
城
郡
有
二

志
波
彦
神
社
一

栗
原
郡
有
二

志
波
姫
神
社
一

。
方
言
志
波
即
塩

也
。
鹹
、
謂
二

之
志
波
々
由

斯
一

猶
レ

言
鹹
味
也
。
彦
読
云
二

日
子
一

。
姫
読
云
二

日
女
一

。
日
子
日
女
。
古
男
女
至
尊
之
称
。
則
知
二
郡
所
レ

祀
者
。
宇
比
地
邇
神
。

須
比
智
邇
神
是
巳
。
郡
名
二

宮
城
一

。
乃
神
所
レ

都
之
墟
。
而
古
史
所
レ

謂
高
天
原
地
。
与
二

州
壤
一

相
接
矣
。
高
読
云
二

多
珂
一

。
天
読
云
二

阿

麻
一

。
古
言
天
謂
二

之
阿
毎
一

。
海

謂
二

之
阿
麻
一

。
天
亦
呼
云
二

阿
麻
一

。
其
音
之
転
耳
。
原
読
云
二

播
羅
一

。
播
羅
上
也
。
日
本
紀
河
上
読
云
二

箇
播
羅
一

。
即
此
高
天
原
。
乃
言
二

多
珂
海
上
之
地
一

也
。

古
者
其
土
壌
最
曠
。
後
分
為
二

常
陸
陸
奥
二
州
一

。
凡
読
二

東
方
古
書
一

。
宜
下

通
二

古
言
一

。
而
不
レ

拘
二

今
字
一

。
則
思
過
上
レ

半
矣
。
但
其
説
極
長
。
且
我
有
二

其
書
一

。
故

略
レ

于
レ

此
。

後
俗
以
二

鹺
戸
所
一
レ

在
故
称
レ

之
以
調
二

鹽
竈
神
社
一

而
古
時
祝
号
遂
失
レ

之
矣
、
其
有
二

二
社
一

、
蓋
配
以
二

其
日
女
神
一

也
、
古
言
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和
気
男
子
通
称
、
今
字
作
レ

別
、
別
宮
猶
レ

言
二

鹿
島
香
取
等
御
子
神
社
一

、
乃
神
之
子
若
孫
、
未
レ

可
レ

知
也（

1（
（

　

白
石
に
よ
れ
ば
男
神
の
宇
比
地
邇
、
女
神
の
須
比
智
邇
は
製
塩
を
民
間
に
伝
え
た
こ
と
に
よ
る
称
号
で
あ
り
、
宮
城
郡
と
い
う
名
前
も

彼
ら
の
都
が
あ
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
志
波
彦
神
社
、
志
波
姫
神
社
が
彼
ら
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
り
、
塩
田
の
あ
っ
た
場
所
が

鹽
竈
神
社
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
言
葉
の
意
味
は
現
在
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

　

白
石
は
鹽
竈
神
社
の
祭
神
の
考
察
方
法
と
し
て
、『
古
史
通
』で
も
用
い
て
い
た
古
言
と
い
う
考
え
方
を
用
い
、言
葉
に
よ
る
類
推
を
行
っ

て
い
る
。
一
方
で
『
古
史
通
』
で
展
開
さ
れ
た
エ
ウ
ヘ
メ
リ
ズ
ム
的
な
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
表
面
に
現
れ
て
い
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
幸
和
と
知
直
が
塩
土
老
翁
を
人
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

次
に
幸
和
の
学
問
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
国
史
官
牒
主
義
を
知
直
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
知
直
が
「
官

牒
」
に
言
及
し
な
が
ら
鹽
竈
神
社
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
が
次
の
文
で
あ
る
。

問
曰
式
所
謂
志
波
彦
神
社
者
指
二

当
社
一

乎
、
志
波
与
二

志
保
一

訓
通
、
非
レ

祭
二

鹽
土
老
翁
一

乎
、
曰
未
レ

聞
三

鹽
土
老
翁
称
二

志
波
彦
一

、

無
二

本
拠
一

、
則
附
会
也
不
レ

足
レ

論
焉
、
且
図
帳
録
丙

志
波
彦
神
社
祭
二

饒
速
日
命
一

、
天
智
天
皇
三
年
初
奉
乙

圭
田
甲

、
則
何
疑
乎
、
曰

若
然
則
伊
豆
佐
売
神
也
乎
、
曰
悪
此
、
何
謂
乎
、
当
社
固
非
二

女
神
一

矣
、
図
帳
曰
下

伊
豆
佐
売
神
社
祭
二

講
昨
比
賣
一

、
天
智
天
皇
二

年
奉
中

圭
田
上

、
則
非
二

当
社
之
義
一

也
可
レ

見
焉
、
又
問
当
社
一
称
二

六
所
明
神
一

、
猿
田
彦
、
事
勝
、
国
勝
、
鹽
土
老
翁
、
興
玉
神
、

太
田
神
、
六
神
共
同
レ

体
異
レ

名
而
其
中
猿
田
彦
者
鼻
長
有
レ

節
、
故
号
二

当
社
一

為
二

鼻
節
神
社
一

之
説
奈
レ

之
何
、
曰
日
本
紀
所
レ

謂
、

鼻
長
七
尺
云
者
別
有
レ

以
矣
、
未
レ

聞
二

猿
田
彦
大
神
之
鼻
有
一
レ

節
、
図
帳
所
レ

見
鼻
節
神
社
、
祭
二

手
力
雄
命
一

、
舒
明
二
年
始
奉
二

圭

田
一

之
文
、
亦
不
レ

可
レ

誣
焉
、
且
六
神
同
体
異
名
之
説
不
レ

可
レ

信
焉
、
何
者
事
勝
国
勝
長
狭
亦
名
者
鹽
土
老
翁
者
伊
弉
諾
尊
之
子
、

而
初
為
二

筑
紫
国
主
一

、
皇
孫
降
臨
之
日
奉
レ

国
、
又
所
レ

導
二

彦
火
々
出
見
尊
於
海
宮
一

之
神
也
、
猿
田
彦
大
神
亦
称
二

興
玉
神
一

、
此
素
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盞
鳥
尊
之
子
、
而
三
名
狭
漏
彦
八
島
志
奴
美
命
也
、
所
レ

奉
レ

導
二

皇
孫
於
日
向
高
千
穂
峰
一

之
神
也
、
岐
神
者
大
已
貴
命
之
子
天
夷
鳥

而
、
所
レ

導
二

経
津
主
神
一

之
神
也
、
太
田
命
者
猿
田
彦
後
裔
、
而
所
レ

迎
三

倭
姫
命
於
二

伊
勢
国
一

之
人
也
、
此
各
其
系
譜
異
、
亦
不
レ

同
、

然
於
二

所
レ

導
者
一

其
揆
一
也
、
故
配
享
以
謂
二

六
神
同
徳
一

則
可
也
、
曰
二

同
体
異
名
一

則
不
可
也
、
凡
不
レ

知
為
レ

不
レ

知
則
宜
也
、
鑿

以
加
二

臆
説
一

則
皆
伝
会
也
、
如
二

当
社
一

者
載
二

官
牒
一

為
レ

祭
二

鹽
土
老
翁
一

則
豈
他
求
乎
、（

11
（

　

知
直
は
こ
こ
で
、
志
波
彦
神
社
や
伊
豆
佐
売
神
社
と
鹽
竈
神
社
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
説
を
『
民
部
省
図
帳
』
を
論
拠
に
否
定
し
、
六

神
同
体
説
に
つ
い
て
も
同
じ
資
料
を
用
い
て
否
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鹽
竈
神
社
は
官
牒
に
記
載
の
あ
る
神
社
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
た

独
自
の
意
味
を
付
会
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
彼
は
国
史
官
牒
を
用
い
て
鹽
竈
神
社
に
ま
つ
わ
る
異
説
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
知
直
は
『
日
本
総
国
風
土
記
』
の
よ
う
な
不
確
か
な
資
料
も
採
用
し
て
い
た（

11
（

。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
幸
和
の
国
史
官
牒

主
義
と
も
矛
盾
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
知
直
の
学
識
不
足
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
史
官
牒
の
み
を
用
い
て
鹽
竈
神
社
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に

限
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鹽
竈
神
社
が
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
知
直
は
「
中
臣
伯
意
美
麻
呂
、

専
レ

権
任
意
取
捨
有
レ

由
小
社
皆
列
、
無
レ

縁
者
大
社
猶
廃（

11
（

」
と
編
纂
者
に
よ
る
恣
意
的
な
選
択
が
あ
っ
た
と
予
想
し
、
国
史
官
牒
の
み
の

考
察
で
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

幸
和
も
『
神
代
正
義
』
で
、
国
史
の
『
日
本
書
紀
』
の
種
々
の
問
題
点
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
藤
塚
知
直
の
場

合
、
国
史
官
牒
を
一
つ
の
立
脚
点
と
し
な
が
ら
も
、
国
史
官
牒
の
み
に
留
ま
ら
な
い
歴
史
叙
述
の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

本
論
の
こ
れ
ま
で
の
論
考
を
ま
ず
は
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

　

尾
張
東
照
宮
神
主
を
務
め
て
い
た
吉
見
幸
和
は
、
六
国
史
や
律
令
格
式
な
ど
国
が
発
給
し
た
正
式
な
文
書
で
あ
る
「
国
史
官
牒
」
を
基

準
に
神
道
を
考
証
す
る
国
史
官
牒
主
義
を
提
唱
し
、『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
を
人
の
歴
史
と
し
て
再
解
釈
し
た
。
こ
の
幸
和
の
弟
子
の

一
人
が
鹽
竈
神
社
の
神
職
だ
っ
た
藤
塚
知
直
で
あ
る
。『
恭
軒
先
生
初
会
記
』
に
よ
れ
ば
知
直
は
仙
台
藩
の
家
臣
金
須
直
定
を
通
じ
て
幸

和
に
入
門
、
尾
張
で
幸
和
の
教
え
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
二
人
が
師
弟
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
は
、
直
定
の
働
き
か
け
だ
け
で
は
な
く
、

知
直
以
前
か
ら
続
く
京
都
・
尾
張
を
結
ぶ
仙
台
藩
の
闇
斎
学
派
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
も
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
知
直
は
弟
子
入
り
後
、
幸
和
を
仙
台
に
招
待
し
、
仙
台
で
一
〇
〇
日
以
上
を
共
に
過
ご
し
た
。
仙
台
で
の
旅
は
単
な
る
物
見
遊

山
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
書
紀
や
有
職
の
講
義
や
伝
授
、
さ
ら
に
は
鹽
竈
神
社
の
祭
祀
の
指
導
も
幸
和
は
行
っ
て
い
た
。
こ
の
仙
台
招
待

の
濃
密
さ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
幸
和
は
鹽
竈
神
社
の
社
人
か
ら
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
て
い
た
と
予
想
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
幸
和
の
学
問
を
鹽
竈
神
社
の
社
人
達
が
積
極
的
に
受
容
し
た
理
由
は
、
鹽
竈
神
社
の
祭
神
問
題
が
根
底
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

鹽
竈
神
社
の
創
建
や
祭
神
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
り
、『
鹽
竈
社
縁
起
』（
一
六
九
三
）
が
藩
主
の
命
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
鹽

竈
神
社
の
由
緒
に
つ
い
て
公
式
見
解
が
提
示
さ
れ
た
後
も
、
佐
久
間
洞
巌
や
新
井
白
石
、
鹽
竈
神
社
の
神
職
な
ど
に
よ
っ
て
論
争
が
続
い

て
い
た
。

　

そ
の
一
例
が
藤
塚
知
直
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
で
あ
る
。
こ
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
に
つ
い
て
は
、
鹽
土
老
翁
の
活
躍
し
た
神
代
の
出
来
事

を
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
解
釈
し
て
お
り
、
先
行
研
究
で
は
幸
和
の
国
史
官
牒
主
義
の
手
法
を
鹽
竈
神
社
の
由
緒
の
推
定
に
役
立
て
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
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実
際
に
『
鹽
竈
神
社
記
』
を
み
る
と
、
鹽
土
老
翁
を
筑
紫
の
国
主
と
し
、
ま
た
辺
要
の
守
護
を
任
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ

れ
は
幸
和
と
藤
塚
が
神
代
紀
を
人
の
歴
史
と
捉
え
、
鹽
竈
神
社
の
由
緒
探
求
に
お
い
て
彼
ら
が
歴
史
観
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
幸
和
の
主
張
し
て
い
た
国
史
官
牒
主
義
に
つ
い
て
は
、
鹽
竈
神
社
の
由
緒
を
探
求
す
る
上
で
は
限
界
が
あ
り
、
知
直
が

独
自
の
探
求
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
浮
上
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
藤
塚
知
直
は
幸
和
の
日
本
書
紀
解
釈
を
継
承
し
つ
つ
、
地
域
・
神
社
史
の
編
纂
の
た
め
、
彼
独
自
の
試
み

を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

註
（
（
）　

吉
見
幸
和
に
よ
る
吉
田
家
と
の
争
論
や
批
判
に
つ
い
て
は
、
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
（
）　

安
川
実
「
吉
見
幸
和
の
神
学
」（『
神
道
学
』
八
十
四
号
、
神
道
学
会
、
一
九
七
五
年
）、
三
七
頁
。

（
（
）　

万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
刊
行
、
全
四
巻
。
平
田
篤
胤
が
文
化
八
（
一
八
一
八
）
年
ま
で
行
っ
た
神
道
に
つ
い
て
の
諸
講
義
を
門
人
が
筆
録
し
た
も
の
で
、

仏
教
神
道
諸
派
や
唯
一
神
道
、
儒
家
神
道
な
ど
を
俗
神
道
ま
た
は
巫
学
と
し
て
、
そ
の
教
説
を
批
判
し
て
い
る
。
神
宮
文
庫
や
蓬
左
文
庫
な
ど
に
諸
本
が

存
在
、『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
八
巻
（
名
著
出
版
、
一
九
七
六
年
）
に
所
収
。

（
（
）　

神
宮
文
庫
所
蔵

（
（
）　

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
神
道
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
六
四
四
頁
。

（
（
）　

平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」（
塩
竈
市
史
編
纂
委
員
会
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』）
四
八
三
―
四
八
四
頁
。
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（
（
）　

前
掲
、
平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」
四
八
四
頁
。

（
（
）　

こ
の
事
件
の
発
端
は
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
境
内
地
に
近
接
し
て
町
内
に
宝
篋
印
塔
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
宝
篋
印
塔
の
位
置
は

神
事
の
際
の
斎
戒
を
行
う
時
に
通
る
道
筋
に
当
た
る
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
神
官
側
が
供
養
塔
で
あ
る
宝
篋
印
塔
が
神
事
の
場
に
あ
る
こ
と
は
死
穢
の
問

題
に
抵
触
す
る
と
し
て
問
題
視
し
、
法
蓮
寺
と
の
争
論
と
な
っ
た
。

　
　
　

こ
の
問
題
は
最
終
的
に
別
宮
一
祢
宜
鈴
木
薩
摩
守
が
鹽
竈
神
社
の
行
政
上
の
直
接
の
責
任
者
で
あ
っ
た
法
蓮
寺
を
飛
び
越
し
て
、
仙
台
の
奉
行
所
に
直

訴
す
る
と
い
う
手
段
に
出
た
こ
と
で
、
宝
篋
印
塔
の
移
設
が
最
終
的
に
決
ま
っ
た
。
こ
の
直
訴
の
時
に
同
時
に
訴
え
だ
さ
れ
た
の
が
、
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）

年
の
遷
宮
時
、
御
神
体
を
奉
納
し
て
い
た
内
殿
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
仏
舎
利
を
撤
去
し
た
い
と
い
う
願
出
で
あ
っ
た
。

　
　
　

こ
の
訴
え
そ
の
も
の
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
に
仏
舎
利
が
取
り
除
か
れ
た
も
の
の
、
越
訴
が
問
題
視
さ
れ
、
幸
和
の
弟
子
で
あ
っ

た
藤
塚
知
明
を
は
じ
め
と
す
る
神
官
た
ち
も
謫
居
等
の
処
分
を
受
け
た
。

（
（
）　

平
重
道 

阿
部
秋
生 

校
注
『
近
世
神
道
論 

前
期
国
学
』
日
本
思
想
史
大
系
三
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
五
〇
頁
。

（
（0
）　

前
掲
、
平
重
道 

阿
部
秋
生 

校
注
『
近
世
神
道
論 

前
期
国
学
』
二
四
九
頁
。

（
（（
）　

前
掲
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
四
五
三
～
五
一
三
頁

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
所
収
。

（
（（
）　

片
山
八
幡
神
社
所
蔵

（
（（
）　

月
日
に
つ
い
て
は
資
料
の
記
載
の
ま
ま
記
述
す
る
。

（
（（
）　

前
掲
、
山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
二
一
六
頁
。

（
（（
）　

平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」
参
照
。

（
（（
）　

前
掲
、
片
山
八
幡
神
社
所
蔵

（
（（
）　

大
塚
徳
郎
「
鹽
竈
神
社
史
」（
鹽
竈
市
史
編
纂
委
員
会 

編
『
塩
竃
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
一
九
五
九
年
）
三
六
一
―
三
六
三
頁

（
（（
）　

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

（
（0
）　

前
掲
、
平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」
四
五
六
―
四
五
七
頁

（
（（
）　

前
掲
、
平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」
参
照
。
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（
（（
）　

前
掲
、
平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」

（
（（
）　

高
橋
美
由
紀
『
神
道
思
想
史
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
、
四
一
七
頁
。

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
九
六
頁
。

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
九
一
頁
。

（
（（
）　

平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」（
塩
竈
市
史
編
纂
委
員
会
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』）

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
一
〇
五
頁
。

（
（（
）　

国
民
精
神
文
化
研
究
所 

編
『
吉
見
幸
和
集
』
第
一
巻
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
四
二
年
、
三
四
二
頁
。

（
（（
）　

こ
の
共
通
点
は
知
直
が
幸
和
の
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
見
解
に
至
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
幸
和
の
講
義
や
指
導
の
内

容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
教
え
方
、
形
式
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。

 

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
が
『
国
学
弁
疑
』
で
あ
る
。『
国
学
弁
疑
』
と
は
、
幸
和
が
弟
子
に
出
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
諸
課

題
に
つ
い
て
の
回
答
を
纏
め
た
、
い
わ
ば
弟
子
の
論
文
集
で
あ
る
。
こ
の
『
国
学
弁
疑
』
に
は
、
多
く
の
弟
子
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
藤
塚
知
直
の
名
前
も
刻
ま
れ
て
い
る
。

 

　

こ
の
『
国
学
弁
疑
』
は
、
幸
和
の
神
代
紀
解
釈
の
書
で
あ
る
『
神
代
正
義
』
で
も
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
幸
和
も
参
照
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
知
直

は
幸
和
か
ら
の
一
方
的
な
講
義
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
藤
塚
知
直
側
も
幸
和
の
『
日
本
書
紀
』
解
釈
に
参
加
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

 

　

こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
幸
和
が
ど
の
よ
う
に
弟
子
を
指
導
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
形
式
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

問
題
で
あ
る
。

（
（0
）　

平
出
鏗
二
郎
『
鏗
痴
集
』
平
出
譲
吉
、
一
九
一
三
年
、
五
〇
六
―
五
〇
七
頁
。

（
（（
）　
『
白
石
遺
文
』（
早
稲
田
大
学
所
蔵
）

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

（
（（
）　

大
塚
徳
郎
「
鹽
竈
神
社
史
」（
鹽
竈
市
史
編
纂
委
員
会 

編
『
塩
竃
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
一
九
五
九
年
）
三
五
五
頁
。

（
（（
）　

山
下
三
次
『
鹽
竈
神
社
史
料
』
志
波
彦
神
社
・
塩
竃
神
社
社
務
所
、
一
九
二
七
年
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。




